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登録番号
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電　話


安芸市地域猫活動支援補助金交付申請書

　安芸市地域猫活動支援補助金の交付を受けたいので、安芸市地域猫活動支援補助金交付要綱第６条第１項の規定により、関係書類を添えて下記のとおり交付を申請します。また、次に掲げる事項を誓約します。
[bookmark: _Hlk212823688](1) 安芸市の事務及び事業における暴力団の排除に関する規則第２条第２項５号に掲げる者に該当しないこと。
(2) 申請する事業について問題が発生した場合は、申請者が責任を負い、誠意を持って問題解決に努めること。
(3) 	安芸市地域猫活動支援補助金交付要綱を遵守すること。

記
１　補助金交付申請額
	番号
	区　分
	限度額
	補助金交付申請額

	１
	調査啓発活動及び譲渡・地域見守り活動
	30,000円
	円

	２
	不妊去勢手術（１匹につき不妊手術12,000円、去勢手術8,000円を限度とする。）
	200,000円
	円

	
	合計
	200,000円
	円


２　添付書類
(1) 支出予算調書（様式第２号）
(2) 地域猫活動対象野良猫一覧（様式第３号）
(3) その他市長が必要と認める書類

（裏面）
　（参考）

〇安芸市の事務及び事業における暴力団の排除に関する規則（第２条第２項５号）
(5)　排除措置対象者　国からの通達等において特別の定めがあるものを除き、次に掲げるものをいう。
ア　暴力団
イ　暴力団員
ウ　暴力団員等　暴力団員又は暴力団準構成員(暴力団員以外の者で、暴力団又は暴力団員の一定の統制の下にあって、暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第1号に規定する暴力的不法行為等をいう。)を行うおそれがあるもの又は暴力団若しくは暴力団員に対し、資金、武器等の供給を行う等暴力団の維持若しくは運営に協力するものをいう。)をいう。
エ　アからウまでに掲げるもの以外のものであって、次のいずれかに該当するものとして市長が認めるもの
(ア)　役員等が暴力団員等に該当するもの
(イ)　役員等が、業務に関し、暴力団員等であることを知りながら当該者を使用し、又は雇用しているもの
(ウ)　暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているもの
(エ)　役員等が、自己、その属する法人等若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用しているもの
(オ)　役員等が、いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与しているもの
(カ)　役員等が、業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる業者であることを知りながら、これを利用しているもの
(キ)　役員等が、市との契約に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる業者であることを知りながら、これを利用しているもの
(ク)　(ア)から(キ)までに掲げるもののほか、役員等が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているもの
